
　拝啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

日頃は、当協会の事業運営に格別のご支援ご協力を賜り、

厚くお礼申し上げます。標題につきご連絡致します。

外部リンク ＵＲＬ ⻄尾労働基準協会 (nishio-rouki.com) 　

「お知らせ」　　

◇

◇

◇

◇

◇

◇ 監督署の窓　賃金について

◇ 県下協会合同開催　講習会予定（R7.5月HP掲載用）

◇ 災害統計　2025年度　単月　県と西尾市

　 西尾労働基準協会ホームページでご確認願います

「講習・セミナー」

会員各位
令和７年５月７日
西尾労働基準協会

５月７日㈬掲載

【講習３ヶ月前案内】特化物/四アルキル7月17,18日　残16席、
　　　　化学物質管理者7月25日　残35席、　安全管理者選任時　残13席

「会報」

【ご報告】2025決議内容　　下記総会資料より抜粋　4月24日総会

令和７年度愛知局行政運営方針

労働保険の年度更新について　2025労働保険広報用ポスター

【参加案内】6月11日化学物質事例を多用したリスクアセスメントセミナー

【ご報告】総会資料　　　　4月24日総会

【ご連絡】健康づくりの応援情報　義務となっている健康診断について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　衣浦東部保健所より
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令 和 ７ 年 度  愛 知 労 働 局 行 政 運 営 方 針  

 

令 和 ７ 年 度 の 愛 知 労 働 局 行 政 運 営 方 針 に お い て は 、 以 下 の ３ つ の 柱 に

基 づ き 、 自 治 体 、 労 使 団 体 、 関 係 機 関 と も 連 携 を 図 り 、 効 果 的 ・ 効 率 的 な

行 政 運 営 に 取 り組 んでまいります。  

 

行 政 運 営 方 針 の ３ つの柱  
 

〇最 低 賃 金 ・ 賃 金 の引 上 げに向 けた 支 援 、 非 正 規 雇 用 労 働 者 への支 援  

〇人 材 確 保 支 援 、 リ・ スキリングの推 進  

〇多 様 な 人 材 の活 躍 促 進 と職 場 環 境 改 善 に向 けた 取 組  

 

 

 

 労 働 基 準 部 関 係 の取 組 の概 要 については、以 下 のとお りです（ 抜 粋 ） 。  

 

１  最 低 賃 金 ・ 賃 金 の引 上 げに向 けた 支 援 ・ 非 正 規 雇 用 労 働 者 への支 援  

⑴  事 業 場 内 最 低 賃 金 の 引 上 げ に 取 り 組 む 中 小 企 業 ・ 小 規 模 事 業 者 の

生 産 性 向 上 に向 け た 支 援  

■ 賃 金 引 上 げ を 支 援 す る た め の 各 種 支 援 策 等 の 積 極 的 な 周 知 及 び 利

用 勧 奨  

〇 個 々 の 企 業 が 自 ら の ニ ー ズ に 沿 っ た 助 成 金 を 利 用 す る こ と が で き る よ う 、

業 務 改 善 助 成 金 、 働 き 方 改 革 推 進 支 援 助 成 金 、 キ ャ リ ア ア ッ プ 助 成

金 等 を ま と め て 紹 介 す る 「 賃 上 げ 」 支 援 助 成 金 パ ッ ケ ー ジ を 周 知 す

る。 

〇業 務 改 善 助 成 金 によ り、 業 務 改 善 や 生 産 性 向 上 に係 る 企 業 のニーズ

に応 え、賃 金 引 上 げを 支 援 する。  

〇 「 愛 知 働 き 方 改 革 推 進 支 援 セ ン タ ー 」 の ワ ン ス ト ッ プ 相 談 窓 口 に お い

て、社 会 保 険 労 務 士 等 の労 務 管 理 の 専 門 家 が 無 料 で 相 談 支 援 を 行

う。 

〇 中 部 経 済 産 業 局 と の 連 携 を 強 化 し 、 よ ろ ず 支 援 拠 点 や 生 産 性 向 上
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のた めの補 助 金 の紹 介 を 行 う。  

 

■ 取 引 適 正 化 ・ 適 切 な価 格 転 嫁 等 へ の機 運 の醸 成 等  

〇 労 働 局 及 び 労 働 基 準 監 督 署 に お い て 、 内 閣 官 房 及 び 公 正 取 引 委

員 会 が 策 定 した 「 労 務 費 の 適 切 な 転 嫁 のた めの 価 格 交 渉 に 関 する 指

針 」 の周 知 を 行 う。  

〇「 しわ寄 せ 」 に 関 する情 報 を 把 握 した 場 合 には、中 部 経 済 産 業 局 に情

報 提 供 を 行 う。 

〇 「 適 正 な 取 引 ・ 価 格 転 嫁 を 促 し 地 域 経 済 の 活 性 化 に 取 り 組 む 共 同

宣 言 」 に 基 づ き 、 「 取 引 適 正 化 ・ 価 格 転 嫁 促 進 シ ン ポ ジ ウ ム 」 を 開 催

す る な ど 、 県 内 の 行 政 機 関 、 経 済 団 体 、 労 働 団 体 及 び 金 融 機 関 が

連 携 して取 引 適 正 化 、適 切 な価 格 転 嫁 等 への機 運 の醸 成 を 図 る。  

〇 「 パ ー ト ナ ー シ ッ プ に よ る 価 値 創 造 の た め の 転 嫁 円 滑 化 施 策 パ ッ ケ ー

ジ 」 に 基 づ き 、 監 督 指 導 等 に よ り 、 最 低 賃 金 ・ 賃 金 支 払 の 徹 底 を 行 う

とと もに 、 企 業 が 賃 金 引 上 げを 検 討 す る 際 の 参 考 と な る 地 域 の 平 均 的

な 賃 金 や 企 業 の 取 組 の 好 事 例 を 提 供 す る 等 、 企 業 の 賃 金 引 上 げ に

向 けた 環 境 整 備 を 行 う。 

 

⑵ 最 低 賃 金 制 度 の適 切 な運 営  

■ 愛 知 地 方 最 低 賃 金 審 議 会 の円 滑 な運 営   

〇 事 務 局 と し て 、 県 内 の 経 済 動 向 、 地 域 の 実 情 及 び こ れ ま で の 審 議 状

況 な どを 踏 まえつつ 、適 切 な 資 料 の 収 集 、 作 成 、 提 示 に 努 め 、 厚 生 労

働 省 労 働 基 準 局 賃 金 課 と 連 携 を 図 り な が ら 、 審 議 を 尽 く し て 金 額 が

決 定 さ れるよう愛 知 地 方 最 低 賃 金 審 議 会 の円 滑 な 運 営 を 図 る。  

 

■ 最 低 賃 金 額 の 周 知 及 び遵 守 の徹 底   

〇 最 低 賃 金 額 の 改 正 に つ い て は 、 使 用 者 団 体 、 労 働 者 団 体 及 び 地 方

公 共 団 体 等 の 協 力 を 得 て 、 県 民 に 幅 広 く 周 知 し 、 使 用 者 及 び 労 働

者 等 に周 知 徹 底 を 図 る。  

〇こ れま での 監 督 指 導 の 結 果 や 労 働 相 談 等 の 各 種 情 報 を 踏 まえ 、 最 低

賃 金 の 遵 守 を 図 る た め 、 履 行 確 保 上 問 題 が あ る と 考 え ら れ る 業 種 等

に対 して重 点 的 に監 督 指 導 等 を 行 う。 

 

２  多 様 な 人 材 の活 躍 促 進 と職 場 環 境 改 善 に向 けた 取 組  

⑴ 安 全 で 健 康 に 働 くことができる環 境 づくり 

 ■ 長 時 間 労 働 の抑 制  

〇各 種 情 報 か ら 、時 間 外 ・ 休 日 労 働 時 間 数 が１ か 月 当 たり 80 時 間 を 超

え て い る と 考 え ら れ る 事 業 場 及 び 長 時 間 に わ た る 過 重 な 労 働 に よ る 過

労 死 等 に 係 る 労 災 請 求 が 行 わ れ た 事 業 場 を 中 心 に 、 監 督 指 導 を 実

施 す る 。 ま た 、 過 労 死 等 を 発 生 さ せ た 事 業 場 に 対 し て は 、 企 業 本 社 に
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おける全 社 的 な再 発 防 止 対 策 を 指 導 する。 

〇11 月 の 「 過 労 死 等 防 止 啓 発 月 間 」 において 、 過 労 死 等 防 止 対 策 推

進 シンポジウムや過 重 労 働 解 消 キ ャンペーンに取 り組 む。  

〇 「 労 働 時 間 相 談 ・ 支 援 班 」 に よ る 説 明 会 の 開 催 や 個 別 訪 問 等 を 通 じ

て、中 小 企 業 ・ 小 規 模 事 業 者 等 に 対 する支 援 を 行 う。  

〇 令 和 ６ 年 度 に 時 間 外 ・ 休 日 労 働 の 上 限 規 制 が 適 用 さ れ た 建 設 業 、

自 動 車 運 転 者 、医 師 について、労 働 時 間 短 縮 に 向 けた 支 援 を 行 う。  

 

■ 労 働 条 件 の確 保 ・ 改 善 対 策  

〇 監 督 指 導 を 通 じ て 、 事 業 場 に お け る 基 本 的 労 働 条 件 の 枠 組 み や 管

理 体 制 の確 立 を 図 り、労 働 基 準 関 係 法 令 の遵 守 を 図 る。  

〇 重 大 ・ 悪 質 な 労 働 基 準 関 係 法 令 違 反 が 認 め ら れ る 事 案 に 対 し て は 、

司 法 処 分 も含 め 厳 正 に対 処 する。  

〇 技 能 実 習 生 等 の 外 国 人 労 働 者 に つ い て は 、 労 働 基 準 関 係 法 令 違

反 の 疑 いがあ る 事 業 場 や 名 古 屋 出 入 国 在 留 管 理 局 ・ 外 国 人 技 能 実

習 機 構 と の 相 互 通 報 制 度 によ り 通 報 があっ た 事 業 場 等 に 対 し 監 督 指

導 を 実 施 する。  

〇 自 動 車 運 転 者 に つ い て は 、 違 法 な 長 時 間 労 働 等 が 疑 わ れ る 事 業 場

や 愛 知 運 輸 支 局 と の 相 互 通 報 制 度 に よ り 通 報 が あ っ た 事 業 場 等 に

対 し 監 督 指 導 を 実 施 す る 。 ま た 、 愛 知 運 輸 支 局 と の 合 同 監 督 ・ 監 査

を 実 施 する。  

〇 障 害 者 で あ る 労 働 者 につ いて は、 自 治 体 等 の 関 係 機 関 と 情 報 共 有 を

図 り 、 労 働 基 準 関 係 法 令 違 反 の 疑 い の あ る 事 業 場 に 対 し て 速 や か に

監 督 指 導 を 実 施 す る。 

 

■  14 次 防 を 踏 ま え た 労 働 者 が 安 全 で 健 康 に 働 く こ と が で き る 環 境 の 整

備  

〇リスクア セスメ ント のプ ロ セスには 、 現 場 の 実 態 把 握 を 含 めて い るこ とか ら 、

こ れ を 通 じ て 経 営 上 必 要 な 視 点 で あ る 「 Ｐ Ｑ Ｃ Ｄ Ｓ Ｍ Ｅ 」 を 一 体 的 に

捉 え 、 そ れ ら を 同 時 に 高 め る 戦 略 的 手 法 を 「 安 全 経 営 あ い ち ® 」  と し

て提 唱 し、推 進 する 。 

〇 「 安 全 経 営 あ い ち ® 」 の 推 進 を 通 じ 、 重 篤 災 害 の 撲 滅 を 目 指 す だ け で

な く 、 生 産 性 向 上 等 に よ り 労 働 分 配 を 高 め 、 働 き 方 改 革 の 推 進 等 、

自 律 的 でポジティブ な安 全 衛 生 管 理 を 促 進 する。  

〇 登 録 に よ り 、 当 局 の 登 録 商 標 で あ る ロ ゴ 及 び 名 称 が 使 用 可 能 と な る 、

「 安 全 経 営 あ い ち 賛 同 事 業 場 制 度 」 の 運 用 を 通 じ 、 「 安 全 経 営 」 と リ

スクアセスメントに積 極 的 に取 組 む 事 業 場 の 姿 勢 を 内 外 に 示 すこ とで、

企 業 価 値 向 上 を 支 援 する。  

〇高 年 齢 労 働 者 が 安 全 に 働 け る職 場 環 境 の 実 現 にむけ 、エイジフ レンド

リ ー ガ イ ド ラ イ ン ・ 補 助 金 の 周 知 、 外 国 人 労 働 者 等 に 、 安 全 衛 生 に 関
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する視 聴 覚 教 材 等 を 周 知 する。  

《 第 三 次 産 業 対 策  （ +Sa f e の運 用 ） 》  

〇 顧 客 等 へ の サ ー ビ ス 提 供 と 安 全 衛 生 管 理 の 一 体 的 運 用 を 促 す た め 、

寄 り 添 い 型 支 援 「 + Sa f e 」 の 運 用 を 通 じ 、 自 主 的 取 組 を 促 す 。 顧 客 等

へ の サ ー ビ ス 提 供 と 安 全 衛 生 管 理 の 一 体 的 運 用 を 促 す た め 、 寄 り 添

い型 支 援 「 +Sa f e 」 の運 用 を 通 じ、自 主 的 取 組 を 促 す 

《 リスクアセスメント出 前 講 座 の 利 用 促 進 》  

〇「 安 全 経 営 あ いち ®」 の中 核 で あるとと もに、機 械 の 包 括 的 な安 全 基 準

に 関 す る 指 針 、 化 学 物 質 の 自 律 的 管 理 で も 必 須 と な る 、 リ ス ク ア セ スメ

ントの理 解 促 進 のた め、出 前 講 座 を 積 極 的 に広 報 し、利 用 を 促 す。 

《 総 合 的 な 健 康 確 保 対 策 》  

〇 個 別 の 情 報 と し て 取 り 扱 わ れ が ち な 、 健 康 診 断 、 面 接 指 導 、 ス ト レ ス チ

ェ ッ ク 等 の 結 果 を 総 合 的 に 取 扱 う 手 法 の 指 導 を 通 じ て 、 事 後 措 置 の

実 施 と 健 康 保 持 増 進 を 一 体 的 に推 進 する。 

〇 危 険 性 ・ 有 害 性 が 認 め ら れ た 化 学 物 質 に つ い て 、 リ ス ク ア セ ス メ ン ト を

中 核 と し た 、 労 働 者 の ば く 露 の 程 度 の 低 減 措 置 の 実 施 等 に つ い て 、

丁 寧 な 指 導 援 助 を 行 う。 

《 製 造 業 対 策 》  

〇 「 機 械 の 包 括 的 な 安 全 基 準 」 に 基 づ い て 、 機 械 メ ー カ ー か ら ユ ー ザ ー

に対 する 使 用 上 の 情 報 提 供 の 確 実 な 実 施 及 び 当 該 情 報 を 踏 まえた リ

スクアセスメント等 の実 施 について、丁 寧 な指 導 援 助 を 行 う。 

〇 既 存 の 動 力 機 械 に つ い て 、 労 働 者 の 注 意 力 に よ っ て の み 、 安 全 を 担

保 する措 置 から 、必 要 な保 護 方 策 を 追 加 する等 の指 導 を 徹 底 する。  

《 建 設 業 対 策 》  

〇設 計 時 に安 全 面 を 含 めた 施 工 の 事 前 シミュレーション（ フロ ントロ ーディ

ング） の実 施 について、丁 寧 な 指 導 援 助 を 行 う。 

〇 デ ジ タ ル 技 術 や Ａ Ｉ 、 ウ ェ ア ラ ブ ル 端 末 等 、 Ｄ Ｘ の 推 進 に よ り 、 効 率 的 ・

効 果 的 な 安 全 衛 生 管 理 及 び 危 険 有 害 作 業 の 遠 隔 管 理 ・ 遠 隔 操

作 ・ 無 人 化 等 によ る作 業 の安 全 化 を 推 進 する。  

〇足 場 等 の 墜 落 防 止 措 置 等 、 必 要 な 保 護 方 策 等 の指 導 を 徹 底 する。  

 

■ 労 災 保 険 給 付 の迅 速 ・ 適 正 な処 理  

〇 労 災 保 険 給 付 の 請 求 に 対 し て は 、 請 求 受 付 後 、 速 や か に 必 要 な 調

査 を 実 施 し 、 管 理 者 に よ る 組 織 的 な 進 行 管 理 を 徹 底 す る 等 、 迅 速 な

事 務 処 理 を 推 進 す る と と も に 、 法 令 、 認 定 基 準 等 に 基 づ い た 適 切 な

認 定 を 行 う。  

特 に 、 認 定 ま でに 時 間 を 要 す る 脳 心 事 案 や 精 神 事 案 など の複 雑 困

難 事 案 の 請 求 が 増 加 傾 向 に あ る が 、 労 災 担 当 部 署 （ 愛 知 労 災 保 険

業 務 セ ン タ ー ） と 監 督 ・ 安 全 衛 生 担 当 部 署 が 連 携 し 、 認 定 基 準 等 に

基 づ い た 適 切 な 認 定 及 び よ り 一 層 の 迅 速 な 処 理 に 努 め る と と も に 、 請



※３０字×４０行＝１２００字 
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求 人 に対 する 処 理 状 況 の連 絡 等 の実 施 を 徹 底 する。  

〇 労 災 診 療 費 算 定 実 務 研 修 会 及 び 新 規 労 災 指 定 医 療 機 関 説 明 会

等 の 機 会 を 活 用 す る と と も に 、 石 綿 認 定 等 事 業 場 の 公 表 時 期 に 合 わ

せて、がん 診 療 連 携 拠 点 病 院 を 中 心 とした 労 災 指 定 医 療 機 関 に 対 し、

認 定 基 準 等 の周 知 広 報 を 行 う。  

 

 

 ※  行 政 運 営 方 針 （ 全 体 概 要 版 ） は、愛 知 労 働 局 の 

ホームページから ダウンロ ードできます。      

 





賃金について 
 
 労働法（正確には労働法という法律は存在せず、労働基準法などの法律の総称として呼ば
れます）の中で、特に関心が高く、またトラブルになりやすいのがお金、すなわち賃金かと
思います。普段何気なく話している「賃金」の定義について説明します。 

 
まず労働基準法上の定義では、 
「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償

として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」 
とされています（第 11 条）。 
 

「名称の如何を問わず」とは、家族手当、物価手当等、一見労働とは直接関係がないよう
な名称であっても、労働の対価として使用者が労働者に支払うものである以上、すべて賃金
です。 

「労働の対償」とは、抽象的な文言ですが、要するに、広く使用者が労働者に支払うもの
のうち、労働者がいわゆる使用従属関係のもとで行う労働に対して、その報酬として支払う
もの（吾妻「労働基準法」54 頁）とされています。 

その判断基準の尺度として、  
① 任意的、恩恵的なものであるか否か 
② 福利厚生施設であるか否か 
③ 企業設備の一環であるか否か 

の 3 つが大きな軸としてあります。主としてこれらの観点から、個別具体的に判断されます。 
  「使用者が労働者に支払うすべてのもの」とは、労働者対使用者の関係、すなわち使用従
属関係のもとで行われる労働の対象として使用者が労働者に支払うものが賃金となります。  
 
 人によっては「そんなことを⻑々と堅苦しく説明しなくても、なんとなくわかる」という
ご意見もあるかもしれません。 

では例えば、旅館の従業員が客から受け取るチップはどうでしょうか。 
これは「賃金」には該当しません。 
しかし例外もあります。客からのチップのみでのみで生活している旅館の従業員等につい

ては、チップ収入を受けるために必要な営業施設を使用し得る利益そのものは賃金と解さ
れます。 

またチップに類するものでも、使用者が奉仕料として一定率を定め、客に請求し、収納し
たものを、一定期間ごとに区切って、その奉仕料の収納のあった当日に出勤した労働者に全
額を均等配分している場合には、賃金となります。 

 



これ以外にも様々な賃金がありますが、労使が納得し円満に働くためにも、労働条件、と
りわけ賃金についてはしっかりと明示しておくことが重要です。 



会　員 非会員

7,000 名北労働基準協会

2.2024年問題対応ｾﾐﾅｰ
https://www.meihokurouki
.or.jp/course/labor/b14 14 16 14 無　料 名北労働基準協会

7.アサーティブ研修
https://www.meihokurouki
.or.jp/course/employee/d

12-2-2
1 6,000

7,000 名北労働基準協会

6.アンガーマネジメント研修
https://www.meihokurouki
.or.jp/course/employee/d

12-2
28 6,000 7,000 名北労働基準協会

5.ハラスメント相談担当者研修
https://www.meihokurouki
.or.jp/course/employee/d

12
24 6,000

7,000 名北労働基準協会

4.ハラスメント防止研修
https://www.meihokurouki
.or.jp/course/employee/d

11
27 6,000 7,000 名北労働基準協会

3.人事考課者研修
https://www.meihokurouki
.or.jp/course/employee/d

03
19 6,000

7,000 名北労働基準協会

2.メンタルヘルス管理者研修
https://www.meihokurouki
.or.jp/course/employee/d

05
22 6,000 7,000 名北労働基準協会

社
員
教
育

1.管理能力向上研修
https://www.meihokurouki
.or.jp/course/employee/d

02
23 6,000

安
全
衛
生

4.ダイオキシン類特別教育
https://www.meihokurouki
.or.jp/course/safety/c34 16

3.騒音障害防止対策の管理者に対する労働衛生教育
https://www.meihokurouki
.or.jp/course/safety/c31 24 8,690 11,990

あいち産業科学
技術総合センター

7,330 9,160 名古屋市工業研究所

7,300 8,900 名古屋市工業研究所

2.振動工具取扱作業者安全衛生教育
https://www.meihokurouki
.or.jp/course/safety/c35 7,300 8,900

1.携帯丸のこ等取扱作業従事者教育
https://www.meihokurouki
.or.jp/course/safety/c32 11

名古屋市工業研究所

https://www.meihokurouki
.or.jp/wp-

content/uploads/bc02df1
31 ウインクあいち6,900 9,130

名北労働基準協会 他

 
労
働
問
題
セ
ミ

ナ
ー

1.令和７年度の労働の動向を聴くセミナー
https://www.meihokurouki
.or.jp/course/labor/b01 16 無　料 名古屋能楽堂

3.ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄから企業の安全配慮
義務違反を考えるｾﾐﾅｰ

労
働
法
令
総
合
講
座

9
23

 全日
36,700

 全日
44,500

名北労働基準協会

4.建設業雇用管理者研修(１日)
https://www.meihokurouki
.or.jp/course/total/a08 無　料

3.労働実務専門講座(4日間)
https://www.meihokurouki
.or.jp/course/total/a03/a

01

11
25

無  料 名北労働基準協会 他

2.労働実務総合研修(1日)
https://www.meihokurouki
.or.jp/course/total/a02 18 10,000 13,330 名北労働基準協会

1.労働実務基礎講習(半日)
https://www.meihokurouki
.or.jp/course/total/a01 8 10 15

令和７年度　愛知県下各協会合同開催事業 開催予定表　（当協会も主催機関です）

種別 講 　 習 　 会 　 名 URL 5月 6月 7月
会費（単位：円）

会  場

https://www.meihokurouki.or.jp/course/total/a01
https://www.meihokurouki.or.jp/course/total/a02
https://www.meihokurouki.or.jp/course/total/a03/a01
https://www.meihokurouki.or.jp/course/total/a08
https://www.meihokurouki.or.jp/course/labor/b01
https://www.meihokurouki.or.jp/course/labor/b14
https://www.meihokurouki.or.jp/wp-content/uploads/bc02df18a61f19ddbc0491d1d3f712e9.pdf
https://www.meihokurouki.or.jp/course/safety/c32
https://www.meihokurouki.or.jp/course/safety/c35
https://www.meihokurouki.or.jp/course/safety/c31
https://www.meihokurouki.or.jp/course/safety/c34
https://www.meihokurouki.or.jp/course/employee/d02
https://www.meihokurouki.or.jp/course/employee/d05
https://www.meihokurouki.or.jp/course/employee/d03
https://www.meihokurouki.or.jp/course/employee/d11
https://www.meihokurouki.or.jp/course/employee/d12
https://www.meihokurouki.or.jp/course/employee/d12-2
https://www.meihokurouki.or.jp/course/employee/d12-2-2
https://www.meihokurouki.or.jp/course/labor/b14
https://www.meihokurouki.or.jp/course/labor/b14
https://www.meihokurouki.or.jp/course/employee/d12-2-2
https://www.meihokurouki.or.jp/course/employee/d12-2-2
https://www.meihokurouki.or.jp/course/employee/d12-2-2
https://www.meihokurouki.or.jp/course/employee/d12-2
https://www.meihokurouki.or.jp/course/employee/d12-2
https://www.meihokurouki.or.jp/course/employee/d12-2
https://www.meihokurouki.or.jp/course/employee/d12
https://www.meihokurouki.or.jp/course/employee/d12
https://www.meihokurouki.or.jp/course/employee/d12
https://www.meihokurouki.or.jp/course/employee/d11
https://www.meihokurouki.or.jp/course/employee/d11
https://www.meihokurouki.or.jp/course/employee/d11
https://www.meihokurouki.or.jp/course/employee/d03
https://www.meihokurouki.or.jp/course/employee/d03
https://www.meihokurouki.or.jp/course/employee/d03
https://www.meihokurouki.or.jp/course/employee/d05
https://www.meihokurouki.or.jp/course/employee/d05
https://www.meihokurouki.or.jp/course/employee/d05
https://www.meihokurouki.or.jp/course/employee/d02
https://www.meihokurouki.or.jp/course/employee/d02
https://www.meihokurouki.or.jp/course/employee/d02
https://www.meihokurouki.or.jp/course/safety/c34
https://www.meihokurouki.or.jp/course/safety/c34
https://www.meihokurouki.or.jp/course/safety/c31
https://www.meihokurouki.or.jp/course/safety/c31
https://www.meihokurouki.or.jp/course/safety/c35
https://www.meihokurouki.or.jp/course/safety/c35
https://www.meihokurouki.or.jp/course/safety/c32
https://www.meihokurouki.or.jp/course/safety/c32
https://www.meihokurouki.or.jp/wp-content/uploads/bc02df18a61f19ddbc0491d1d3f712e9.pdf
https://www.meihokurouki.or.jp/wp-content/uploads/bc02df18a61f19ddbc0491d1d3f712e9.pdf
https://www.meihokurouki.or.jp/wp-content/uploads/bc02df18a61f19ddbc0491d1d3f712e9.pdf
https://www.meihokurouki.or.jp/course/labor/b01
https://www.meihokurouki.or.jp/course/labor/b01
https://www.meihokurouki.or.jp/course/total/a08
https://www.meihokurouki.or.jp/course/total/a08
https://www.meihokurouki.or.jp/course/total/a03/a01
https://www.meihokurouki.or.jp/course/total/a03/a01
https://www.meihokurouki.or.jp/course/total/a03/a01
https://www.meihokurouki.or.jp/course/total/a02
https://www.meihokurouki.or.jp/course/total/a02
https://www.meihokurouki.or.jp/course/total/a01
https://www.meihokurouki.or.jp/course/total/a01


        ※（　）内は交通事故による死亡者数で内数である。

2 1 8 (1)
食 料 品 製 造 業 1
化 学 工 業 1
鉄 鋼 ・ 非 鉄 金 属
金 属 製 品 1
一 般 ・ 電 気 ・ 輸 送 用 1 3 (1)
そ の 他 1 3

1 9 (2)
 土 木 工 事 業 1 2 (1)

建 築 工 事 業 3
そ の 他 4 (1)

1 3 (1)
1 (1) 3 (2) 9 (6)

 卸 売 業 1
小 売 業 1 (1) 2 (1) 7 (5)
そ の 他 1 (1) 1 (1)

1 2
1 3 (1)
5 (1) 6 (2) 34 (11)合 計

製 造 業

建 設 業

陸 上 貨 物 運 送 事 業
商 業

清 掃 ・ と 畜 業
上 記 以 外 の 事 業

愛知労働局管内死亡災害発生状況 ( 令和7年4月3日 現在の速報値)

        　                年    別
  業   種

令和7年速報値 令和6年同時期(速報値) 令和6年確定値
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月別死亡災害発生状況積算グラフ
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令和6年

令和7年



発生日時 事故の型/起因物 災害発生状況・原因

R7.3.6.

8:04

爆発 ラインのショットピーニング作業で発生する粉塵を集塵する一次集塵機において、差
圧計の異常の原因確認を行うため、被災者が集塵機室に立ち入っていたところ、一
次集塵機で小爆発があり、直後小爆発の衝撃で開いた一次集塵機の点検口におい
て大爆発が発生し、爆発により被災者が死亡したもの。

爆発性の物等
2025

▶

輸送用機械等製造業300～499名 40代 10年その他の職種 経
験

事業場
規模

業
種

R7.3.12.

18:00

はさまれ･巻き込まれ 　製造ラインの清掃作業中、製造ライン上の金型と金型上部に設置された局所排気
装置のフード部に頭部を挟まれたもの。病院へ搬送されたが、その後死亡したもの。

その他の一般動力機械
2025

▶

化学工業100～299名 10代 0年製造業 経
験

事業場
規模

業
種

R7.3.15.

7:10

交通事故(道路) ダンプを運転中、カーブを曲がり切れず中央分離帯に衝突した。その後、死亡が確
認されたもの。

トラック
2025

▶

商業9名以下 70代 15年配達員 経
験

事業場
規模

業
種

R07-04-03 出力 1/1 ページ



死傷 死亡 死傷 死亡 増減数 増減率

73 51 +22 +43.1% 

食 料 品 製 造 業 10 11 -1 -9.1% 

繊 維 工 業 6 1 +5 +500.0% 

鉄 鋼 業 7 7 0 0.0% 

金 属 製 品 6 4 +2 +50.0% 

一 般 機 械 器 具 3 6 -3 -50.0% 

輸 送 機 械 製 造 22 12 +10 +83.3% 

上 記 以 外 の 製 造 業 19 10 +9 +90.0% 

21 10 +11 +110.0% 

土 木 工 事 業 7 +7 －　　

建 築 工 事 業 10 6 +4 +66.7% 

そ の 他 の 建 設 業 4 4 0 0.0% 

11 14 -3 -21.4% 

21 23 -2 -8.7% 

新 聞 販 売 3 3 0 0.0% 

そ の 他 の 小 売 業 18 20 -2 -10.0% 

3 +3 －　　

15 14 +1 +7.1% 

4 8 -4 -50.0% 

5 6 -1 -16.7% 

21 22 -1 -4.5% 

174 0 148 0 +26 +17.6% 合 計

※　死亡者数は内数

飲 食 店

清 掃 ・ と 畜 業

上 記 以 外 の 事 業

通 信 業

社 会 福 祉 施 設

 

陸 上 貨 物 運 送 事 業

小 売 業

建 設 業

令和6年　西尾支署業種別労働災害発生状況
令和7年3月・確定値

        　         　　 　　 年    別
  業   種 令和6年 令和5年 増　　減

製 造 業



73 51 土 石 採 取 業

食 料 品 製 造 業 10 11 建 設 業 21 10

繊維工業・ 繊維製品製造業 7 2 道 路 旅 客 運 送 業 1

木材木製品・ 木製家具製造業 道 路 貨 物 運 送 業 11 12

紙加工品製造業・ 印刷製本業 陸 上 貨 物 取 扱 業 2

化 学 工 業 9 5 商 業 24 28

窯 業 ・ 土 石 製 品 製 造 業 3 1 金 融 ・ 広 告 業 1

鉄鋼業・ 非鉄金属製造業 9 9 保 健 衛 生 業 20 16

金属製品、 金属家具製造業 7 4 接 客 娯 楽 業 7 10

一 般 機 械 器 具 製 造 業 3 6 清 掃 業 5 6

電 気 機 械 器 具 製 造 業 ビ ル メ ン テ ナ ン ス 業

輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 22 12 そ の 他 の 事 業 12 12

そ の 他 の 製 造 業 3 1 合　 　 　 計 174 148

製
　
　
　
造
　
　
　
業

小　 　 　 　 　 計

（ 　 　 ） 内は死亡者数を外数で表す。

（ 令和7年3月末現在・ 旧年発生分）岡崎労働基準監督署西尾支署管内労働災害発生状況

業　 　 　 種
7 年 3 月
受 付 件 数

6 年
発 生 件 数

5 年
同 期

業　 　 　 　 種
7 年 3 月
受 付 件 数

6 年
発 生 件 数

5 年
同 期


